
埼玉県サーキュラーエコノミー
推進分科会、顧問・アドバイザー紹介

令和６年７月８日（月）
埼玉県 環境部 資源循環推進課



サーキュラーエコノミー（循環経済）とは

サーキュラーエコノミー

再資源化

生産

消費

生産活動や消費活動などのあらゆる段階で資源の効率的・循環的な
利用を図る経済活動

・世界的なサーキュラーエコノミーへの移行の加速化
・国も移行を推進（成長志向型の資源自律経済戦略(R5.3)、

第五次循環基本計画（R6.夏策定予定））

原材料

2

リニアエコノミー（線形経済）
の限界

天然
資源

大量
生産

大量
消費

大量
廃棄



・総会の開催（計７回）

・循環利用に向けた事業者の取組支援 等

プラスチック資源循環法の成立（R4.4施行）等

プラスチック廃棄物の排出抑制とプラスチック資源の循環利用の促進

２２８者（企業１５３者、市町村等6２者、

教育機関１者、団体１２者）

プラットフォームのイメージ

（R6.４末現在）

国など

※埼玉県SDGs官民連携プラットフォーム「プラスチック資源の循環利用促進に関する検討部会」

プラスチック資源の持続可能な利用促進プラットフォーム

背 景

目 的

会 員 数

取 組概要

事務局 環境部 資源循環推進課



サーキュラーエコノミー推進分科会
概 要 ●「埼玉県プラスチック資源の持続可能な利用促進プラットフォーム」を発展的に

拡大し、対象分野をプラスチックから全分野に変更して令和６年６月から活動

●サーキュラーエコノミーの推進に取り組む企業、市町村等で構成する会員組織

● 埼玉県SDGs官民連携プラットフォームの構成組織

サーキュラーエコノミー推進分科会

入会金、年会費とも無料会 費

事業内容

事務局 環境部 資源循環推進課
048-830-3107 @3100-11@pref.saitama.lg.jp

●講演会・会員交流会の開催（年数回程度）

●先進事例、国の最新動向・法規制等の情報共有

●アドバイザー等と連携した会員連携支援（窓口：事務局）

●テーマを絞った勉強会・研究会の開催
…サーキュラーエコノミーの推進のために必要な事業の実施（実証実験等）など


